
就業障害366日目から補償します

（支払対象外期間）

365日
月額 最高10万円を支給します（※1）

□ご加入例

□保険金お支払例

□選べる3つの補償コース

□保険料

5

団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）とは、こんな制度です

月額10万円コースにご加入
34歳男性の場合　月払保険料　750円

（※1）10万円×所得喪失率{（就業障害発生前の所得額－回復所得額）÷就業障害発生前の所得額}
（※2）55歳～59歳までの方の対象期間は3年が限度となります。（所定の精神障害による就業障害の場合は2年間が限度となり
　　　ます。）

病気やケガで長期休職

お支払保険金合計 ： 360万円

補償コースはご希望の補償金額に応じて3つのタイプから選べます！

月々の保険料は「年齢ごと」「性別ごと」に下表のとおりです。（団体割引25％、健康経営割引5%適用）

月額10万円補償コースご加入の加入者Aさん（34歳男性　健康時平均月収30万円）が｢くも膜下出血｣
で倒れ、3年間入院生活が続きました。その後一部復帰し、リハビリをしながら完全に復職するまでに2年間
かかりました。（復職後の月収15万円）

まずは少額補償から Ｇ５型（月額５万円補償コース）

Ｇ１０型（月額１０万円補償コース）保険料と保険金
バランスよく備えたい方

Ｇ2０型（月額2０万円補償コース）

満年齢
男性
月額5万円コース G5型

女性 男性
月額10万円コース G10型

女性
15歳～24歳
25歳～29歳
30歳～34歳
35歳～39歳
40歳～44歳
45歳～49歳
50歳～54歳
55歳～59歳

336円
347円
375円
452円
648円
869円

1,015円
1,010円

226円
291円
383円
554円
849円

1,124円
1,210円
1,066円

673円
694円
750円
904円

1,297円
1,739円
2,030円
2,020円

451円
582円
766円

1,107円
1,698円
2,249円
2,420円
2,131円

男性
月額20万円コース G20型

女性
1,345円
1,388円
1,500円
1,809円
2,594円
3,478円
4,060円
4,040円

903円
1,164円
1,531円
2,214円
3,396円
4,497円
4,839円
4,263円

・保険料は、保険始期日時点の満年齢によります。
・年齢は、保険期間の初日現在の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（平成30年4月現在）
〈告知の大切さについてのご説明〉
・告知はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご申告ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
・告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお読みください。
（注）保険金のお支払方法等重要な事項は、｢この保険のあらまし｣以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
・団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
　また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。

保険期間1年、支払対象外期間365日、対象期間60歳に達するまで、精神障害補償特約セット

●保険期間：平成30年8月1日（午後4時）～平成31年8月1日（午後4時）

支払保険金

〈365日間（12か月）は支払対象外期間〉

①全く働けない期間：平成30年9月25日～平成33年9月24日（収入額0円）

②一部復帰している期間：平成33年9月25日～平成35年9月24日（収入月額15万円）

③完全に復帰した日：平成35年9月25日

完全復職までの期間（5年間）にお支払いする
保険金の合計は

月々10万円 240万円お支払対象期間
24か月× =

120万円お支払対象期間
24か月× =月々10万円 所得喪失率

（30万円－15万円）／30万円×

きちんと備えておきたい方

会社、
健康保険組合
からの給付

団体長期障害
所得補償保険
からの給付

最長60歳まで支給します（※2）

保険期間

払込方法

ご加入対象

12分割払（平成 30年10月分給与から控除開始）

平成30 年8月1日から平成31 年8月1日まで

加入対象者 年齢満15歳～満59歳までの丸紅グループの役員・従業員
被保険者 加入者ご本人

団体長期障害所得
補償保険【GLTD】

損
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引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

丸紅グループ会社の従業員の皆さまがケガや病気、さらにはうつ病等の所定の精神疾患（※）のために就業

障害になったときの所得を補償する保険です。最長６０歳まで、所得の減少を補償し続けます。

個人での加入ができない保険のため、会社の福利厚生制度を通じてのみ加入することができます。

（※）うつ病等の精神疾患の補償は2年間となります。

定年（６０歳）までの給料補償制度

健康経営割引（5%）適用※

病気もケガも、精神疾患も補償
会社の福利厚生制度を通してでしか加入できない保険

団体割引
25%

健康経営割引
5%

※丸紅株式会社の従業員の健康維持・増進へ積極的に投資する健康経営の取組を反映して、健康経営割引を適用します。
　丸紅グループのすべての従業員の皆さまにも健康経営割引を適用します。

（合計で約28%割引となります。）
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■商品の仕組み ：　この商品は団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 ：　丸紅株式会社　　
■保険期間 ：　平成30年8月1日午後４時から１年間となります。
■申込締切日 ：　平成30年7月23日（月）　 
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等　：　引受条件（保険金額、対象期間、支払対象外期間等）、保険料、保険料の払込方法、ご加入いただける
　加入者・被保険者の範囲等については、本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
　●加入対象者 ：　丸紅株式会社およびその子会社・関連会社の役職員　
　●被保険者 ：　丸紅株式会社およびその子会社・関連会社の役職員（満１５歳以上満５９歳以下の方が対象となります。）
　●お支払方法 ：　平成30年10月分給与から毎月控除となります。（１２回払）　　　　　　　　　
　●お手続方法 ：　下表のとおりWEBまたは加入依頼書の内容のご確認をお願いします。

　●中途加入　：　保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20日過ぎ
　　　　　　　の受付分は翌々月1日）から平成31年8月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の
　　　　　　　給与から毎月控除します。

　●中途脱退 ：　この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の丸紅セーフネットまでご連絡ください。
　●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
　　また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金･契約者配当金 　：　この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。

被保険者が、日本国内または国外
において、保険期間中に身体障
害（病気またはケガ）を被り、その
直接の結果として就業障害に
なった場合 

被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間１か月
につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。

（注１）就業障害である期間１か月について最高保険金支払月額（50万円）を限度と
します。

（注２）保険金額（支払基礎所得額）が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所
得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。

（注3）保険金をお支払いする期間が１か月に満たない場合または保険金をお支払いす
る期間に１か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。

（注4）補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。

（※）協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた
時から対象期間（６０歳に達するまで）が始まり、その対象期間内における就業
障害である期間（日数）をいいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
対象期間が６０歳満了のご契約であっても、ご加入時に満５５歳以上の方は、対
象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して３年間となります。 

（注5）対象期間（６０歳に達するまで）を経過した後の期間の就業障害に対しては、保
険金をお支払いできません。

（注6）原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複す
る場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 

（注7）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①
または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、
身体障害を被った時から起算して１年を経過した後に就業障害となった場合
を除きます。

     　①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
     　②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 
（注8）支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となっ

た身体障害によって６か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害
は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了し
た日からその日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就
業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害と
みなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。

     （注）支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場
合は、協定書の規定に従うこととします。 

（注9）精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保険金のお支
払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から
起算して２年を限度とします。

次の事由に起因する身体障害（病気またはケガ）
による就業障害に対しては、保険金をお支払いし
ません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の
使用（治療を目的として医師が用いた場合を
除きます。）

④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）を除
きます。）、核燃料物質等によるもの

⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰
痛等で医学的他覚所見（※２）のないもの

⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、
酒気を帯びた状態での運転

⑦地震、噴火またはこれらによる津波
 （天災危険補償特約をセットしない場合）
⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格
障害、アルコール依存および薬物依存等の精
神障害を被り、これを原因として生じた就業
障害

⑨妊娠、出産、早産または流産
⑩発熱等の他覚的症状のない感染　　　  など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（注）精神障害補償特約がセットされた場合、気

分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経
衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因
として生じた就業障害はお支払いの対象と
なります(血管性認知症、知的障害、アル
コール依存、薬物依存等はお支払いの対象
とはなりません。)。また、お支払いは、対象期
間にかかわらず、支払対象外期間終了日の
翌日から起算して２年を限度とします。

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個
人またはこれと連帯するものがその主義・
主張に関して行う暴力的行為をいいま
す。

（※２）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経
学的検査、臨床検査、画像検査等により認
められる異常所見をいいます。

保険金をお支払いする期間（※）=就業障害である期間－支払対象外期間

（※1）所得喪失率
　＝（就業障害発生前の所得額－回復所得額）÷就業障害発生前の所得額

お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合 

団体長期障害所得補償保険のあらまし（契約概要のご説明）　

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】

お支払いする保険金の額（月額）＝保険金額×所得喪失率（※1）

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

（注）団体長期障害所得補償保険を複数ご契約（※）された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されま
すが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。

（※）他社のご契約を含みます。

ご加入対象者 お手続方法

新規加入者の皆さま

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

「加入依頼書」の提出またWEB手続きが必要となります。

「加入依頼書」の提出またはWEB手続きは不要です。

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」の提出またはWEB手続きが必要となります。
なお、保険金額の増額等、補償内容を拡大して継続される場合は、告知が必要となります。

継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」の提出
またはWEB手続きが必要となります。

前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合

ご加入プランを変更するなど
前年と条件を変更して継続加入を行う場合

継続加入を行わない場合

損
保
ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜

１．クーリングオフ
　この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
　●ご加入の際は、申告内容に間違いがないか十分にご確認ください。
　●申告内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
　●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
　（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、WEBまたは加入依頼書の申告事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものを
　　　いい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
　　　　　　＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　　　　　　★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
　　　　　　　告知される方（被保険者）がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状
　　　　　　　名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医（担当医）に確認のう
　　　　　　　え、ご回答ください。
　　　　　　★他の保険契約等（※）の加入状況
　　　　　　（※）「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責
　　　　　　　　任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
　　　　・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
　　　　・告知事項について、事実を申告されなかった場合または事実と異なることを申告された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない
　　　　 ことがあります。
　　　　・損保ジャパン日本興亜または取扱代理店は告知受領権を有しています。 

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場
合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
　・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの
　　過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
　・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
　・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
　　（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

次の①または②のいずれかの時をいいます。
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。
② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。
（支払対象外期間中の就業障害の定義）
身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。
（対象期間中の就業障害の定義）
身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20％
を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。
業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除した
ものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。 

就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間（日数）をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。ただ
し、支払対象外期間中に一時的に復職し（通算28日以内）、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合には、復職期間は就業障害が継
続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。
支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。

就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において
産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少し
ている場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。
支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 

傷害以外の身体の障害をいいます。 

傷害（傷害の原因となった事故を含みます。）および疾病をあわせて身体障害といいます。 

支払対象外期間

対象期間

平均月間所得額

支払基礎所得額

所得

就業障害

身体障害を
被った時

回復所得額

疾病（病気）

傷害（ケガ）

身体障害
用語の定義用語

用語のご説明

ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパン日本興亜に告知していただ
いた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）か
らその日を含めて１年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、
ご契約が解除になることがあります。
　（※）保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。

ご加入直前12か月における所得の
平均月間額に対する保険金額割合 

被保険者が加入している
公的医療保険制度

　国民健康保険（例：個人事業主） ８５%以下 

　健康保険（例：給与所得者） 40%以下 

　共済組合（例：公務員） 40%以下 

その他ご注意いただきたいこと

●特定疾病等対象外について
　＊告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく 
　　場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることにより、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。 
　※例えば、Ｆ群「腰・脊椎の疾病｣の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。 
　＊「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。
　＊ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから１年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できる     
　　ことがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、 「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。また、保険期
　　間の中途での削除はできません。
（削除できない場合の例）
　○補償対象外とする疾病群が複数の場合 
　○告知書「疾病・症状一覧表」のＦ群（腰・脊椎の疾病）が補償対象外となっている場合 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 など
　・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 
●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパン日本興亜は、
　被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパン日本興亜
　は、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。

＜ご継続の場合も必ずご確認ください。＞ 
●保険金額の設定について
　保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険
　等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な金額をお決めくださ
　い。また、他の保険契約等（※）にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限する
　ことがありますので、ご加入時にお申し出ください。
（※）「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得
　　 補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである
　　 他の保険契約または共済契約をいいます。
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